
川越市告示第３８５号 

 

令和７年度地籍調査事業に関する告示 

 

地籍調査作業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第５項の規

定に基づき、筆界案を作成したので公告する。 

 

令和８年５月１４日 

 

川越市長 森 田 初 恵 

 

 

１ 土地の所在・地番 

川越市砂新田５丁目９番１９ 

 

２ 筆界案を確認することができる場所 

川越市小仙波庁舎２階（川越市小仙波町２丁目５０番地１） 

 

３ 筆界案を確認することができる者 

川越市砂新田５丁目９番１９の土地所有者及び利害関係人 

 

４ 筆界案の作成者 

  川越市（建設管理課） 

 

５ 公告期間 令和８年５月１４日から令和８年６月３日 

  筆界案の確認は期間中９時から１６時３０分まで行うこととする。 

  但し、川越市の休日を定める条例（平成元年１２月２２日条例第３９号）

第１条第１項各号に定める日は除く。 

※公告の日から２０日間意見を申し出ることができます。 

公告の日から２０日を経過しても意見の申出がないときは、地籍調査作

業規程準則（昭和３２年総理府令第７１号）第３０条第５項の規定に基

づき調査を行います。 


